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診療報酬改定ＤＸの取組により新たに実現される姿（イメージ）

自治体A
各業務システム
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・健診

予防接種
・定期

API

受給者証の閲覧

受診

公費・地単公費受給者情報を登録

公費医療費助成情報の確認・取込

自治体C
各業務システム

マイナンバーカードは保険証機能に加えて、公費医療受給者証機能を
兼ねる（マイナ保険証兼受給者証）

閉域網

①公費・地単公費の
オンライン資格確認

計算機能

公費・地単公費マスタ・コード

公費・地単公費負担者番号

法別制度別番号

負担割合

限度額 等

法別制度別番号

公費負担者番号 利用実績

公費負担者番号 利用実績

ログ（利用実績）

計算パターン番号
計算パターン番号

計算パターン番号

地単公費の制度登録

計算要求

②診療報酬ととともに公費・地単公費適用後の患者負担金が正確に
計算できることにより全国どこでも地単の現物給付化が可能

②診療報酬・患者負担金の
オンライン計算プログラム

（現物給付）

計算結果はマイナポータ
ル経由で本人にも提供

計算結果

①被保険者資格情報とともに公費・地単公費
受給者の正確な資格情報の取得が可能

国

公費の制度登録

⇒③共通算定モジュール（標準型レセコン）は、診療報酬改定等の度に個々の医療機関等において生じるシステム改修の負荷を解消する
とともに、上記の仕組みが、全ての病院、診療所、薬局、訪問看護ステーションに普及すれば、
医療機関等またぎの高額療養費も計算できる（償還払い不要）ほか、公費・地単公費に係る紙の上限額管理票を廃止（電子化）できる

共通算定モジュール
（標準型レセコン）

自治体B
各業務システム
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Ⅲ 具体的な施策及び到達点

（４）診療報酬改定DX

診療報酬改定時に、医療機関等やベンダが、短期間で集中して個別にシステム改修やマスタメンテナンス
等の作業に対応することで、人的、金銭的に非常に大きな間接コストが生じている。限られた人的資源、
財源の中で医療の質の更なる向上を実現するためには、作業の一本化や分散・平準化を図るとともに、進化
するデジタル技術を最大限に活用して、間接コストの極小化を実現することが重要である。

このため、2024年度において、医療機関等の各システム間の共通言語となるマスタ及びそれを活用した
電子点数表を改善し、提供する。併せて、デジタル化に対応するため、診療報酬点数表におけるルールの
明確化・簡素化を図るとともに、診療報酬の算定と患者の窓口負担金計算を行うための全国統一の共通的な
電子計算プログラムである共通算定モジュールの開発を進め、2025年度にモデル事業を実施した上で、
2026年度において本格的に提供する。その上で、共通するマスタやモジュール、標準様式を実装した標準
型レセプトコンピュータについて、標準型電子カルテとの一体的な提供も行うことで、コスト縮減の観点も
踏まえながら、医療機関等のシステムを抜本的にモダンシステム化していく。これらの取組については、
公費負担医療等を含め、限度額を超えた患者の窓口負担金を日々の診療の段階で軽減する仕組みの強化に
加えて、感染症危機への対応等医療情報の二次利用に資するものとなるよう、検討を進める。

これらの取組により医療機関等の間接コストや作業負担の軽減を図るとともに、診療報酬改定の施行時期
の後ろ倒しに関して、実施年度及び施行時期について、中央社会保険医療協議会の議論を踏まえて検討する。
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高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施

 広域連合が高齢者保健事業を国民健康保険保健事業及び介護予防の取組と一体的に実施する取組
が令和２年４月から開始された。

 広域連合は、その実施を構成市町村に委託することができる。

医
療
保
険

介
護
保
険

被用者保険
（健保組合、協会けんぽ）

○ほぼ健康診査のみ

後期高齢者医療
（広域連合）

国民健康保険
（市町村）

○特定健診、特定保健指導
○重症化予防（糖尿病対策等）等

７５歳

６５歳

介護保険の介護予防等
（市町村）

事業の接続が必要

○一般介護予防事業
（住民主体の通いの場）等

フレイル状態に
着目した疾病予
防の取組が必要

退職等
▼保健事業と介護予防の現状と課題 ▼一体的実施イメージ図

保健事業 介護予防の事業等

生活機能
の改善

疾病予防・
重症化予防

かかりつけ医等

通いの場等
への関与

アウトリー
チ支援等

・ 栄養・口腔・服薬の訪問
相談・保健指導等

・ 糖尿病対策等生活習慣病
の重症化予防 等

地域を担当する
医療専門職※

企画調整を行う
医療専門職※

※新たに配置

・ 介護予防の通いの場等に
おいて、運動・栄養・口腔
のフレイル予防

・ 通いの場等において、高
齢者の全身状態を把握 等

○令和４年度の実施済みの市町村は 1,072市町村、全体の約62％
○令和６年度には 1,667市町村、全体の約96％の市町村で実施の目途が立っている状況。
○令和６年度までに全ての市町村において一体的な実施を展開することを目指す。

一体的実施実施状況調査（令和４年11月時点）
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一体的実施の推進に向けた体制整備

 高齢者の心身の多様な課題に対応し、きめ細かな支援を実施するため、高齢者の保健事業について、広域連合と市町村の連携内容を明示し、
市町村において、介護保険の地域支援事業や国民健康保険の保健事業と一体的に実施。

事例の横展開・県内の健康課題の俯瞰的把握・
事業の評価 等

○ 保健事業の指針にお
いて、一体的実施の
方向性を明示

○ 具体的な支援メ
ニューをガイドライ
ン等で提示

○ 特別調整交付金交付
○ エビデンスの収集

○ 高齢者医療、国保、健康づくり、介護等庁内各部局間の
連携体制整備

○ 一体的実施に係る事業の基本的な方針を作成
○ 一体的実施に係る事業の企画・関係団体との連携
○ 介護の地域支援事業・国保の保健事業との一体的な取組
の実施
（例）データ分析、アウトリーチ支援、通いの場への参画 等

※広域連合に被保険者の医療情報等の提供を求めることができる
※広域連合のヒアリング等を通した事業内容の調整
※データの一体的分析により地域課題を把握、広域連合からの提供データも活用
※地域ケア会議等も活用

広域連合国（厚生労働省）

市町村

都道府県
保健所

○ 広域計画に、広域連合と市町村の連携内容を規定
○ データヘルス計画に、事業の方向性を整理
○ 事業の実施に必要な費用を委託事業費として交付
○ 構成市町村にヒアリング
○ 構成市町村へのデータ提供
○ 構成市町村の事業評価の支援

○ 企画段階から取組に
ついて調整

○ 取組への助言・支援
○ かかりつけ医等との
連携強化 等

○ 事業の実施状況等を
報告し、情報共有

委託

医療関係団体

○ 研修指針の作成
○KDBシステムのデータ提供
○市町村、広域連合に向けた研修の実施
○保健事業支援・評価委員会による支援

国保連合会

国保中央会

技術的援助
・協力

KDBシステム
の活用支援

広域性を活か
した支援

事業の報告

○ 特別調整交付金診
査事務

○ 実施状況調査・ヒ
アリング

厚生（支）局

出典：高齢者の特性を踏まえた保健事業ガイドライン第２版（一部改変）

令和３年～
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④保険者等を対象としたセミナーの開催
• 糖尿病性腎症重症化予防プログラム
や手引き等改訂の周知

• 保健事業対象者レポート作成ツール
の普及啓発 等

糖尿病性腎症重症化予防に関する事業実施の手引きの改訂等事業について

令和元年６月の「経済財政運営と改革の基本方針2019」において、「データ等を活用した予防・健康づくりの健康増進効果等を
確認するため、エビデンスを確認・蓄積するための実証事業を行う」とされ、令和２年度から令和４年度にかけて、予防・健康づく
りに関する大規模実証事業が実施された。このうち、保険局国民健康保険課では、糖尿病性腎症重症化予防プログラムの効果検証事
業を実施し、これまで保険者で行なわれてきた同プログラムに基づく取組の介入・支援の効果やエビデンスの検証を行った。
本事業では先の検証事業の結果を踏まえ、糖尿病性腎症重症化予防の取組を一層推進するために、糖尿病性腎症重症化予防プログ

ラム及び糖尿病性腎症重症化予防に関する事業実施の手引きの改訂、保険者等を対象とした糖尿病性腎症重症化予防プログラム等改
訂の周知、保健事業対象者レポート作成ツール（仮名）の普及啓発のためのセミナーの開催等を行う。

２ 事業内容

②手引きのための有識
者で構成される会議体
の設置・運営

１ 事業目的

③手引きの改訂

⑤保健事業対象者レ
ポート作成ツールの
普及啓発とマニュア
ル改修等提案書作成

⑥事業全体の
報告書作成

①重症化予防プログラム改訂の
ための有識者で構成される会議
体の設置・運営、改訂版作成 改訂

令和５年度

（委託事業者：みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社）
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○ 呉市等の先行的取組を全国に広げていくためには、各自治体と医療関係者が協働・連携できる体制の整備が必要。
○ 国レベルでも支援する観点から、日本医師会・日本糖尿病対策推進会議・厚生労働省の三者で、糖尿病性腎症重症化予防プログラムを策定した
もの（それに先立ち平成28年3月24日に連携協定締結）

○ 日本健康会議の「宣言２」として掲げられている５つの達成要件を達成した市町村や広域連合においても取組の質にはばらつきが見られること
から、より効果的・効率的な事業の実施を目指すためには、プログラムの条件における留意点の整理が必要

○ 関係者の連携や取組内容等実施上の課題に対応し、更なる推進を目指していくために改定するもの

１．改定の背景

○ 重症化リスクの高い医療機関未受診者等に対する受診勧奨・保健指導を行い治療につなげるとともに、通院患者のうち重症化リスクの高い者に
対して主治医の判断で対象者を選定して保健指導を行い、人工透析等への移行を防止する
その際、CKD対策等、既存の取組を活用し取り組むことも考えられる

２．基本的考え方

（市町村）
○ 庁内体制の整備・地域における課題の分析と情報共有・対策の立案・対策の実施・実施状況の評価・人材確保と育成
（都道府県）
○ 庁内体制を整備の上市町村の事業実施状況のフォロー、都道府県レベルで医師会や糖尿病対策推進会議等と取組状況の共有、対応策等について
議論、連携協定の締結、糖尿病性腎症重症化予防プログラムの策定（改定）、人材育成

○ 保健所を活用した取組支援
（広域連合）
○ 後期高齢者医療制度と国保の保健事業が一体的に実施されるよう調整するなど、市町村との連携が不可欠
○ 広域連合からの委託等により市町村が保健指導を実施する際は、実施支援のための情報提供が重要
（地域における医師会等）
○ 都道府県医師会等の関係団体は、郡市区医師会等に対して、国・都道府県における動向等を周知し、必要に応じ助言
○ 都道府県医師会等や郡市区医師会等は、都道府県や市町村が取組を行う場合には、会員等に対する周知、かかりつけ医と専門医等との連携強化、
保健事業のアドバイザーとして取組を支援するなど、必要な協力に努める

（都道府県糖尿病対策推進会議）
○ 国・都道府県の動向について構成団体に周知、医学的・科学的観点からの助言、市町村等との連携の窓口となる責任者を周知するなど、自治体
の取組に協力するよう努める

○ 地域の住民や患者への啓発、医療従事者への研修に努める
（国保連合会の役割）
○ KDBの活用によるデータ分析・技術支援、課題抽出、事業実施後の評価分析などにおいて連携し、取組を支援

３．関係者の役割

糖尿病性腎症重症化予防プログラムについて （平成28年4月20日策定。平成31年４月25日改定）

7



① 対象者の抽出基準が明確であること
② かかりつけ医と連携した取組であること
③ 保健指導を実施する場合には、専門職が取組に携わること
④ 事業の評価を実施すること
⑤ 取組の実施に当たり、地域の実情に応じて各都道府県の糖尿病対策推進会議等との連携（各都道府県による対応策の議論や取組内容の共有な
ど）を図ること

（効果的・効率的な事業を実施するための条件）
① レセプトの請求情報（薬剤や疾患名）も活用し被保険者の全体像を把握した上で抽出することにより、健診未受診者層等からの抽出が可能
② 事業の実施時のみならず企画時や評価時などきめ細かく連携することにより、PDCAサイクルに基づく取組を実施
③ 医師・歯科医師・薬剤師等多職種連携による取組を行うことにより保健指導の質の向上につながる
④ アウトカム指標（特定健診結果の値や人工透析新規導入患者数の変化等）を用いた事業評価を行うことにより、重症化予防効果等の測定が可能
⑤ 情報提供のみならず専門的助言を受け、更に事業へ反映することにより取組の質の向上へとつながる

○ 取組に当たっては、基本情報に加え健診データやレセプトデータ等個人情報を活用することから、取扱いに留意する必要がある

○ 都道府県、市町村において、あらかじめ医師会や糖尿病対策推進会議等と問題認識を共有し十分協議の上、推進体制を構築
○ 都道府県レベル、二次医療圏等レベルで協議会や検討会を実施するなど、地域の関係者間で顔を合わせ議論することにより連携体制の充実を図る
○ 必要に応じてかかりつけ医と専門医の連携、医科歯科連携ができる体制をとることが望ましい

４．地域における関係機関との連携

① 健診データ・レセプトデータ等を活用したハイリスク者の抽出
② 医療機関における糖尿病治療中の者からの抽出
※ 生活習慣改善が困難な方・治療を中断しがちな患者等から医
師が判断

③ 治療中断かつ健診未受診者の抽出

７．対象者選定 ※取組内容については地域の実情に応じ優先順位を意識し柔軟に対応

① 受診勧奨：手紙送付、電話、個別面談、戸別訪問等
② 保健指導：電話等による指導、個別面談、訪問指導、集団指導等
※ 受診勧奨、保健指導等の保健事業については外部委託が可能

５．プログラムの条件

・ 体制整備（庁内連携、地域連携）
・ 事業計画
・ 事業実施
・ 事業評価、改善（次年度事業の修正）

○ 関係者と共に、中長期的な視点をもった事業評価を行い、今後の事
業の取組を見直すなど、PDCAサイクルを回すことが重要

６．取組方策

８．介入方法 ※取組内容については地域の実情に応じ優先順位を意識し柔軟に対応 ９．評価

１０．個人情報の取扱い
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